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平成２７年（国）第４２５号

平成２８年４月２７日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、障害認定日を受給

権発生日とする障害基礎年金の支給を求め

るということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、平成○年○月○日を初診日

とするうつ病（以下「当該傷病」という。）

により、国民年金法施行令（以下「国年

令」という。）別表に定める程度の障害

の状態にあるとして、受給権発生日を平

成○年○月○日とする障害等級２級の障

害基礎年金を受給しているところ、当該

傷病により障害認定日においても障害の

状態にあったとして、平成○年○月○日

（受付）、厚生労働大臣に対し、障害認定

日による請求として、障害基礎年金の裁

定を請求した。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「あなた様の傷病（う

つ病）について、障害認定日平成○年○

月○日現在の障害の状態は、提出された

平成○年○月○日現症の診断書等では、

国民年金法第３０条に定める「障害認定

日」における障害の状態の判断ができな

いため。」という理由により、障害基礎

年金の支給をしない旨の処分（以下「原

処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、○○厚

生局社会保険審査官に対する審査請求を

経て、当審査会に対し、再審査請求をし

た。

第３　問題点

１　障害認定日による請求により障害基礎

年金の支給を受けるためには、疾病にか

かり、又は負傷し、その疾病又は負傷及

びこれらに起因する疾病（以下「傷病」

という。）につき初めて医師又は歯科医

師の診療を受けた日（以下「初診日」と

いう。）から起算して１年６月を経過し

た日（その期間内にその傷病が治った日

（その症状が固定し治療の効果が期待で

きない状態に至った日を含む。）がある

ときは、その日とし、以下「障害認定日」

という。）において、その傷病による障

害の状態が、国年令別表に定める程度（障

害等級１級又は２級）に該当することが

必要とされている。）

２　本件の場合、請求人の当該傷病に係る

初診日が平成○年○月○日であること

は、本件記録から明らかであり、障害認

定日が同日から１年６月を経過した平成

○年○月○日となることは、当事者間に

も争いがないものと認められるところ、

請求人は、第２の２記載の理由による原

処分を不服としているのであるから、本

件の問題点は、障害認定日当時における

請求人の当該傷病による障害の状態（以

下、これを「本件障害の状態」という。）

が、国年令別表に定める障害等級２級の

程度に該当しないと認めることができる

かどうかということである。

第４　審査資料

（略）

第５　事実の認定及び判断

１　審査資料によれば、本件障害の状態等

について、次の記載のあることが認めら

れる。

（略）

２　上記認定の事実に基づき、本件の問題

点を検討し、判断する。

（1）　当該傷病による障害により、障害

等級２級の障害基礎年金が支給される

障害の程度としては、国年令別表に

「精神の障害であつて、前各号と同程

度（注：日常生活が著しい制限を受け

るか、又は日常生活に著しい制限を加

えることを必要とする程度）以上と認

められる程度のもの」（１６号）が定

められている。

そして、国民年金法上の障害の程度

を認定するためのより具体的な基準と
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して、社会保険庁により発出され、同

庁の廃止後は厚生労働省の発出したも

のとみなされて、引き続き効力を有す

るものとされている「国民年金・厚生

年金保険障害認定基準 ｣（以下「認定

基準」という。）が定められているが、

障害の認定及び給付の公平を期するた

めの尺度として、当審査会もこの認定

基準に依拠するのが相当であると考え

るものである。

（2）　認定基準の「第２　障害認定に当

たっての基本的事項」の「１　障害の

程度」によれば、日常生活が著しい制

限を受けるか又は日常生活に著しい制

限を加えることを必要とする程度と

は、必ずしも他人の助けを借りる必要

はないが、日常生活は極めて困難で、

労働により収入を得ることができない

程度のもので、例えば、家庭内の極め

て温和な活動（軽食作り、下着程度の

洗濯等）はできるが、それ以上の活動

はできないもの又は行ってはいけない

もの、すなわち、病院内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむね病棟内に限

られるものであり、家庭内の生活でい

えば、活動の範囲がおおむね家屋内に

限られるものである、とされている。

そして、認定基準の第３第１章第８

節／精神の障害によると、精神の障害

の程度は、その原因、諸症状、治療及

びその病状の経過、具体的な日常生活

状況等により、総合的に認定するもの

とし、日常生活が著しい制限を受ける

か又は日常生活に著しい制限を加える

ことを必要とする程度のものを２級に

該当するものと認定するとされ、精神

の障害は、多種であり、かつ、その症

状は同一原因であっても多様であるの

で、認定に当たっては具体的な日常生

活状況等の生活上の困難を判断すると

ともに、その原因及び経過を考慮する

とされ、精神の障害は、「統合失調症、

統合失調症型障害及び妄想性障害」、

「気分（感情）障害」、「症状性を含む

器質性精神障害」、「てんかん」、「知的

障害」、「発達障害」に区分するとされ

ているが、請求人の当該傷病による障

害は、現出している症状から気分（感

情）障害に関する認定要領を参酌して

障害の程度を判定するのが相当と解さ

れるところ、気分（感情）障害による

障害で障害等級２級に相当すると認め

られるものの一部例示として、「気分、

意欲・行動の障害及び思考障害の病相

期があり、かつ、これが持続したり又

はひんぱんに繰り返したりするため、

日常生活が著しい制限を受けるもの」

が掲げられ、気分（感情）障害は、本

来、症状の著明な時期と症状の消失す

る時期を繰り返すものであるので、現

症のみによって認定することは不十分

であり、症状の経過及びそれによる日

常生活活動等の状態を十分考慮すると

され、また、気分（感情）障害とその

他認定の対象となる精神疾患が併存し

ているときは、併合（加重）認定の取

扱いは行わず、諸症状を総合的に判断

して認定し、日常生活能力等の判定に

当たっては、身体的機能及び精神的機

能を考慮の上、社会的な適応性の程度

によって判断するよう努めることとさ

れている。

また、認定基準の「第２　障害認定

に当たっての基本的事項」の「３　認

定の方法」には、障害の程度の認定は、

診断書及びＸ線フィルム等添付資料に

より行うが、提出された診断書等のみ

では認定が困難な場合又は傷病名と現

症あるいは日常生活状況等との間に医

学的知識を超えた不一致の点があり整

合性を欠く場合には、再診断を求め又

は療養の経過、日常生活状況等の調査、

検診、その他所要の調査等を実施する

などして、具体的かつ客観的な情報を

収集した上で、認定を行うこと、原則

として、本人の申立等及び記憶に基づ

く受診証明のみでは判断せず、必ず、

その裏付けの資料を収集することとさ

れている。障害の状態がいかなるもの

で、それが国年令別表及び厚生年金保
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険法施行令別表第１の定める程度に該

当するか否かは、受給権の発生・内容

にかかわる重大なことであるから、そ

の認定は客観的かつ公正・公平に行わ

れなければならないことはいうまでも

ないところである。したがって、それ

は、障害の状態・程度を認定すべきも

のとされている時期において、直接診

療を行った医師（歯科医師を含む。以

下同じ。）ないし医療機関が診療当時

に作成した診断書、若しくは、医師な

いし医療機関が、診療が行われた当時

に作成された診療録等の客観性のある

いわゆる医証の記載に基づいて作成し

た診断書、又は、これらに準ずるもの

と認められることができるような証明

力の高い資料によって行わなければな

らないものと解するのが相当である。

（3）　本件の場合、上記１に記載した審

査資料によって認定することのできる

請求人の当該傷病による障害の状態

は、障害認定日より約５月以上経過し

た平成○年○月○日現症のものである

ところ、当審査会に顕著な事実によれ

ば、保険者は、一般的に、障害認定日

による請求については同日以後３月以

内の現症が記載されている診断書の提

出を求めることとして、障害の程度の

認定を行うべき日における障害の状態

は、上記の期間内の現症日における障

害の状態によってこれを行うものとす

る旨の取扱いをしており、当審査会も、

基本的にはこれを相当としてきている

ところである。したがって、上記審査

資料によって認定することのできる障

害の状態は、上記の取扱いからは外れ

た時期の現症であるから、この取扱い

をそのまま適用すると、特段の事情の

存しない限り、これを本件における障

害の程度の認定を行うべき日における

障害の状態として認めることはできな

いことになる。そして、一件記録を精

査しても、上記特段の事情は認められ

ない。

請求人は、形式的に３月以内の診

断書によるとするのではなく、事案ご

とに障害認定日における障害の状態の

認定が可能かどうかによるべきである

とした上で、本件では、医師は平成○

年○月当時の状態と同じであったとし

ており、障害認定日当時の状態につい

ての知人の申述書もあり、また、診療

を再開した平成○年○月○日における

障害の状態は、翌朝、自傷行為に及ん

で入院するほどに悪かったことなどか

ら、本件診断書の診断内容をもって障

害認定日の状態を類推すべきである旨

主張するのであるが、本件記録によれ

ば、請求人は、平成○年○月○日から

同年○月○日までの間は、当該傷病に

ついて診療を受けていないことが認め

られ、したがって、上記の医師の意見

は、あくまでもその後の診療に基づい

た推測にとどまるものといわざるを得

ず、また、知人の申述書をもって、前

述したような証明力の高い資料という

こともできず、さらに、当該傷病の病

態に照らしてみても、５月以上経過し

た後の状態についての診断書から障害

認定日当時の障害の状態を的確に認定

することは困難というべきであり、診

断書によらない認定に適した傷病であ

るということもできないのであって、

それにもかかわらず、本件において、

障害認定日における障害の状態を認定

する資料として、本件診断書を含む上

記の各資料をもって足りるとすること

は、障害認定の公正及び公平の観点か

らしても、相当とはいえない。

（4）　以上によれば、本件障害の状態を

判断できないとした、原処分は妥当で

あって、これを取り消すことはできな

い。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。
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